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であるだけでビジネスネゴシエーションが順
調に進むケースも少なくない。
　しかし、制度的に上場している一番のメ
リットは直接金融である。要するに、金融機
関を通じなくとも市場から資金が調達でき
る、ということだ。そのメリットを享受する
ためには、「最低限、30日で決算を公表して
くださいよ」とこういうことである。決算を
早くするということは、投資家の意思決定材
料を早く提供することにほかならないからで
ある。投資家は２カ月も３カ月も過去の数値
公表をいつまでも待ってはくれないのだ。
　一方で、多くの上場企業は、この一番重要
なメリットを享受していないのではないか。
ほとんどメリットを享受できずに、「コスト
ばかり負担させられてはたまらない」という
のが本心かもしれない。もし、そう思うなら
ば回答は一つしかない。市場からの撤退＝上
場廃止である。上場廃止はそう簡単にできる
ことではなく、多額の資金の手当も必要であ
る。だからこそ、これから上場しようとする
企業は、この点を真剣に考えなければならな
い。
　市場から資金調達する必要がなければ、い
くらまでのコストを毎年負担できるのか、真
剣に考える必要がある。上場してから、「こ
んなコスト負担できないよ」というのは、も
はや投資家には通じない。上場企業であるか
らには、資金調達の必要が生じた場合に、い
つでも市場から資金調達できるくらいのビジ
ネスをつくり上げることが重要であるし、そ
れをアピールする独自のIR活動こそ最も重
要である。
　このような原則論からすると、四半期レ
ビュー体制に端を発する決算早期化の流れ
が、上場企業として果たすべき最低限のハー
ドルである、と申し上げた意味がおわかりい
ただけると思う。もう、「いいとこ取り」が
許される世の中ではなくなったのである。
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　2008年４月1日開始事業年度以降の四半
期決算からは、30日以内に決算短信を提出
することが望ましいとされ、45日以内に公
認会計士のレビューを経た四半期報告書の提
出が義務付けられた。
　そもそも決算早期化はなぜ必要なのか。も
ちろん、経営者たるもの常に会社の状態を的
確に把握しておかなければならないことは言
うまでもない。ただ、これは管理会計上の問
題であり、「数値を見なくても会社の状況な
ど分かる」という神がかり的な経営者には必
ずしも必要なことではないかもしれない。
　しかし、上場企業には株主がいる。あるい
は、これから投資をしようという投資家を相
手にする必要がある。命の次に大切なお金を
出そうとする彼らには、できる限り正確に、
そして迅速に、会社の状況を報告する必要が
あるだろう。
　この視点から言えば、こういったいわゆる
IRは、企業の自助努力に任せるべき、とする
考え方もたしかにあるだろう。では、四半期
報告制度に端を発する決算早期化というの
は、何を意味しているのだろうか。私は「上
場企業として、最低限やっておいてください」
「上場企業のメリットを享受しているのだか
ら、皆さんお願いしますよ」という本当の意
味での最低ラインを設定されているものと考
えている。
　上場企業であるメリットは何があるのだろ
うか。よく言われるのは「信用力」である。
たしかに上場企業ともなれば、与信限度額も
かなり余裕をもった取引がされる。上場企業
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